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１．日本政府は、平成 25 年 6 月国際コンパクト「Global Nutrition for Growth 

Compact」の中で、栄養改善に向けた官民連携パートナーシップを先導すること

を約束した。また、平成 26 年 5 月の日英共同声明及び 8 月の日伯共同声明では、

平成 32（2020）年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、世界的な栄

養改善の取組みを強化することについて確認した。 
これらを受け、健康・医療戦略（平成 26 年 7 月 22 日閣議決定）において、健

康・医療に関する国際展開の推進として、「新興国・途上国を含む各国の栄養改善

のため、官民連携を通じた包括的（インクルーシブ）ビジネスを含む事業の国際展

開を進める」としたところである。 
日本は、学校給食や栄養教育などの優れた栄養政策により栄養不良の時代を乗

り越え、その後の過剰栄養による肥満についても、他国と比べて制御されており、

世界に誇れる栄養改善に関する官民の知見を有している。 
官民連携を通じた栄養改善事業の国際展開を進めることは、日本の食品産業や

農業及び物流等のフードバリューチェーンの国際展開に加え、日本の医療の国際

展開にもつながり、日本の成長戦略に資するだけでなく、世界の栄養不良対策に

資する日本の包括的な国際援助のアプローチとして大きな意義がある。 
日本政府としても、平成 26 年に英国の呼びかけで始まった、平成 32（2020）

年に向けた栄養改善の国際的な潮流を捉え、栄養改善の取組を実施・強化する必

要がある。 
このため、①栄養改善事業の国際展開に向けて、企業の個別案件の形成方法や

国の支援策の検討、②栄養改善に資する各省関連施策の連携、③日本の栄養政策

における知見の発信と国際貢献を実施するための検討チームを医療国際展開タス

クフォースの下に設置する。 
 

２．検討チームの構成員は、別紙のとおりとする。議長は、必要があると認めると

きは、関係府省庁、企業及びその他関係者の出席を求めることができる。 
 

３．会議の庶務は、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の

協力を得て、内閣官房健康・医療戦略室において処理する。 
 
４．当面のスケジュール 
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